
別表１（第２条関係） 

事業メニュー 事業内容 補助事業者 

１ 農業支援サービスの立上げ・

事業拡大支援 

（１）立上げ・事業拡大の取組 

（２）スマート農業機械等の導入 

サービス事業体 

 

別表２（第４条関係） 

区分 経費 補助率及び上限額 
重要な変更 

経費の配分の変更 事業の内容の変更 

１ 農業支援

サービスの立

上げ・事業拡

大支援 

（立上げ・事

業拡大の取

組） 

本要綱

に基づい

て行う事

業に要す

る経費 

補助率：定額 

上限額：１事業実施主体当た

り以下のとおり 

ア イ以外の場合：1,500 万円 

イ 事業実施主体が、スマー

ト農業技術の活用の促進に関

する法律（令和６年法律第 63

号。以下「スマート農業技術

活用促進法」という。）に基づ

き認定された生産方式革新実

施計画において促進事業者と

して位置づけられており、か

つ本事業の取組内容が当該計

画の内容と合致している場

合：3,000 万円 

１ 経費の欄に掲

げる１及び２の

相互間における

増減 

２ 補助率が異な

る経費ごとの相

互間における経

費の増減 

１ 補助事業者の

変更 

２ 補助事業の中

止又は廃止 

３ 事業費の 30％

を超える増又は

補助金等の増 

４ 事業費又は補

助金等の 30％を

超える減 

２ 農業支援

サービスの立

上げ・事業拡

大支援 

（スマート農

業機械等の導

入） 

補助率：1/2 以内 

上限額：１事業実施主体当た

り以下のとおり 

ア イ又はウ以外の場合：

1,500 万円 

イ スマート農業機械を導入

する場合：3,000 万円 

ウ 事業実施主体が、スマー

ト農業技術活用促進法に基づ

き認定された生産方式革新実

施計画において促進事業者と

して位置づけられており、か

つ本事業の取組内容が当該計

画の内容と合致している場

合：5,000 万円 

 


